
県外私立高校へ通学する生徒の助成制度の改善の検討を求める意見書 

 

教育機会の平等の視点から私立高校への授業料無償化が本年４月より改善され、世

帯収入５９０万円未満の就学支援金が引き上げられる。しかしこの制度は都道府県によ

って取り扱いが異なり、県内私学独自優遇の措置をしている県もある。 

２０１９年度で見ると東京都はどの都道府県に入学しても４４９，０００円＋入学料補助

貸付２５０，０００円まで整備されている。更に本年度は独自措置を拡大し、私立高校に

は対象を広げ世帯年収７６０万円から９１０万円と拡大し公立高校にも３子以上の世帯に

は年収要件関係なく授業料の半額に当たる約６万円を新規給付することを決めた。 

一方、埼玉県では２０１９年度において世帯年収６０９万円のモデルケースでは県内の

私立高校に進学した家庭に国の就学支援金１１万８，８００円と県の就学支援金２５万９，

２００円、合計３７万８，０００円が支給される。しかし県外の私立高校に進学した際には県

の就学支援金は支給されず、来年度以降も国の就学支援金しか支給されない予定であ

る。 

埼玉県教育委員会が実施した２０１９年３月の中学校等卒業者の進路状況調査による

と卒業者６３，５４２人の内６２，９７０人（９９．１％）、その内全日制高校進学者は５８，７６８

人（９２．５％）、定時制１，０６２人（１．７％）、通信制２，３８７人（３．８％）である。全日制の

内、県内公立３７，０６６人（進学者の５８．３％）、県内私立１６，４７６人（２５．９％）、県外

私立５，０８４人（８．０％）、その他（特別支援高等部６４３人ほか）という状況である。 

現在の埼玉県の制度では私立高校に進学する場合でも結果的に県内私立高校を優

先しており、東京都と隣接している当市では東京都の私立高校に進学する生徒も多く、

同じ県民でありながら教育格差が生じる恐れが禁じ得ない。 

教育環境の平等性の確保から県外の私立高校に進学した生徒にも県の就学支援金

の支給を検討することを求める。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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